
強い野菜産地拡大特別対策事業（継続） 

 

１ 趣    旨 

  強い品目をより強くすべく、本県の主要野菜3品目であるきゅうり、トマト、アスパラガスについて、集出荷体制の見直しを行いなが  

ら、加速的に施設化を進める産地の取組を支援し、市場シェアの拡大を図るとともに持続的に発展する揺るぎない強い野菜産地を確立す  

る。 

 

２ 事 業 内 容 

（１） 大規模産地育成型 

    国庫補助事業（産地生産基盤パワーアップ事業）を活用して大規模な施設導入を行う産地について、施設導入に係る経費について

市町村とともに支援する。 

（２） 中山間地域等産地拡大型 

    中山間地域等で産地規模が小さい等、国庫補助事業の要件を満たすことが困難な地域の施設化の取組について、市町村とともに支   

援する。 

 

３ 事業実施主体   ２の（１） 市町村、農業者の組織する団体、営農集団 等 

           ２の（２） 市町村、農業者の組織する団体、営農集団 等 

 

４ 予 算 額   ２の（１） １８２，４９６千円 

           ２の（２）   ９，１００千円 

 

５ 補 助 率   ２の（１） 国庫補助率１／２以内、県補助率１／１０以内、市町村補助率３～１０％以内 

           ２の（２） 県補助率１／２以内、市町村補助率３～１０％以内 

 

６ 事業実施期間   令和２年度～令和３年度                                         

【担当課：生産流通総室園芸課 ０２４－５２１－７３５５】  
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（事業規模：①大規模産地育成型 １ha／地区、②中山間地域等産地拡大型 0.3ha/地区）

（事業要件）集出荷体制の見直し等を行う産地での取組

集出荷施設を

活用し省力化、

施設拡大！

R3 総事業費191,596千円

（事業期間 R2～R3）
きゅうり、トマト、アスパラガスの

施設面積を拡大強化！

量・品質に信頼！

長期安定出荷で

市場シェアの奪還！

施設化の取組成果を県

内各産地へ広く横展開

し、持続的に発展する

野菜産地を目指す。

強い野菜産地拡大特別対策事業
本県の主要野菜3品目

きゅうり、トマト、アスパラガスの

施設面積を拡大強化！

本県が強い品目を

より強く！

産地の生産力を

［事業による効果］

②中山間地域等産地 産地規模が小さい等により国庫

補助事業が活用できない産地を支援

県補助率 １／２以内

市町村補助率３％～１０％

①大規模産地育成型 産地生産基盤パワーアップ事業を活用し

施設を導入する産地を支援

県補助率 １／１０以内

市町村補助率３％～１０％
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